
平成２８年度第１回

音更町使用料等審議会議案

日時 平成２８年１１月９日（水）

午前１０時から

場所 音更町役場庁舎４階

４０１・４０２会議室
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会議次第

１ 挨拶

２ 議事

議案第１号 会長の選出

議案第２号 会長職務代理者の指名

諮問第１号 地域まるごと元気アッププログラム事業の手数料の制定につい

て 【２～３ページ・別紙１】

諮問第２号 美蔓地区畑地かんがい用水施設の使用料の制定について

【４～７ページ・別紙２】
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諮問第１号 地域まるごと元気アッププログラム事業の手数料の制定について

１ 制定の理由

介護保険法第１１５条の４５第１項の介護予防・日常生活支援総合事業として実施する

地域まるごと元気アッププログラム事業（以下「事業」という。）の手数料の額を定めよ

うとするものである。

２ 事業の内容

特定非営利活動法人ソーシャルビジネス推進センターに所属する健康運動指導士による

運動教室を行う。

運動教室は週１回実施し、おおむね３か月ごとの体力測定で効果を数値化する。

目標を立てて運動に取り組むことにより、参加者の運動機能及び認知機能の維持・向上

が図られ、元気に地域で活動できるよう支援する。

※ 健康運動指導士～保健医療関係者と連携しながら、安全で効果的な運動を実施するた

めの運動プログラム作成及び実践指導計画の調整等を行う者

３ 対象者

満６５歳以上の町民（年度中に満６５歳となる者を含む。）を対象とする。ただし、町

が実施する転倒骨折予防教室又は通所型介護予防教室を利用している者及び要介護認定又

は要支援認定を受けている者を除く。

４ 諮問の額

１か月当たり １,０００円

５ 施行期日

平成２９年１月６日
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参考資料 手数料（利用者負担額）の算定について

１ 事業で実施する運動教室に類似するものとして、法定給付サービスである介護保険予防

給付で提供される運動特化型の介護予防通所介護（以下「デイサービス」という。）があ

り、この要支援１の者に対する単位数を基準とする。

【運動特化型デイサービスの１か月当たり単位数】

給付名称 単位数（１単位＝１０円）

デイサービス １,６４７

運動機能向上加算 ２２５

事業所評価加算Ⅰ １２０

合計 １,９９２

２ 要支援１の者に対するデイサービスは、運動教室と同様に標準で週１回提供される。ま

た、運動特化型デイサービスのサービス提供時間は、１回当たり３時間が標準である。

３ 運動教室の１回当たりの実施時間は１時間半であり、運動特化型デイサービスの２分の

１であるため、単位数も２分の１の９９６単位と算定する。

４ 介護保険給付の報酬算定では１単位は１０円であるため、９９６単位は９,９６０円と

なる。

５ 介護保険給付の標準的な自己負担割合は１割であるため、９,９６０円×１割＝９９６

円と算定する。

６ 事業を実施する特定非営利活動法人ソーシャルビジネス推進センターでは、プログラム

利用者の参加費を標準で月額１,０００円に設定している。

これらのことから、手数料の額を１か月当たり１,０００円と算定している。
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諮問第２号 美蔓地区畑地かんがい用水施設の使用料の制定について

１ 制定の理由

国営かんがい排水事業「美蔓地区」において畑地かんがい用水施設の幹線用水路の整備

が平成２７年度に完了し、その末端施設を整備する道営畑地帯総合整備事業「美蔓高倉地

区」も平成２８年度に完了する見込みとなった。

平成２９年度からこの施設の供用を開始するに当たり、使用料を定めようとするもので

ある。

２ 諮問の額

基本額（１年当たり） 面積割（１年当たり）

１戸につき ２７,５００円 １０アールにつき ３０円

備考 １ 本表に定める使用料は、消費税及び地方消費税を含むものである。

２ 面積割の面積は、畑地かんがい用水施設が設置されている農地の面積（農地

基本台帳に登録されているもの）により算出する。

３ 施行期日

平成２９年４月１日
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参考資料

１ 施設概要

美蔓地区畑地かんがい用水施設は、作物の生育を助け、収量増を図ることを目的として

畑地に散水をする施設であり、下記の事業で整備された。

（１）国営かんがい排水事業「美蔓地区」：幹線かんがい用水路等の幹線整備

【事業概要】

受 益 地 音更町・鹿追町・清水町・芽室町

受益戸数 ２１５戸（うち音更町５９戸）

受益面積 ４,０５６ha（うち音更町７７５ha）

工 期 平成５年度～平成２７年度

総事業費 約３６０億円

事業内容 貯水池１か所（取水施設、導水路を含む。）

用水路（管φ５０～８００）８条 Ｌ＝６１km

排水路（ユクシナイ、熊牛、中熊牛第１・２）４条 Ｌ＝１８km

（２）道営畑地帯総合整備事業「美蔓高倉地区」：支線かんがい用水路等の末端整備

【事業概要】

受益戸数 ５０戸（うち畑かん受益２８戸）

受益面積 ６５４ha（うち畑かん受益３７０.１６ha）

工 期 平成２４年度～平成２８年度

総事業費 約２２億円

事業内容 畑地かんがい用水路

支線用水路（村山２号、ハギノ１・２・３号）４条 Ｌ＝６.６km

給水路 Ｌ＝３２.７km

区画整理 １３９.５ha、暗渠排水 ２５４.３ha、客土 ４.３ha

除れき １０.６ha
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２ 使用料算定の考え方

美蔓地区畑地かんがい用水施設は、施設が整備された畑地に限定して散水するためのも

のであることから、使用水量ではなく、施設管理に要する年間の経常経費を受益戸数であ

ん分した「基本額（年額）」と施設の年間修繕費を受益面積であん分した「面積割（年

額）」を使用料として制定し、受益地の使用者又は所有者から徴収しようとするものであ

る。

なお、施設管理と修繕に要する費用は、既存の鹿追地区畑地かんがい用水施設使用料と

のバランスを考慮し、５割相当分を受益者（２８戸、３７０.１６ha）に負担していただ

くものとする。

（１）基本額（年額）

施設管理に要する費用１５４万６千円の５割相当分を受益者が負担する施設管理費

（年額）とする。

【基本額（年額）】 １,５４６,０００円／年÷２８戸（受益戸数）×５０％

＝２７,６０７円／戸・年

≒２７,５００円／戸・年

（２）面積割（年額）

施設修繕に要する費用２５万５千円の５割相当分を受益者が負担する修繕費（年額）

とする。

【面積割（年額）】 ２５５,０００円／年÷３７０.１６ha（受益面積）×５０％

＝３４円／１０a・年

≒３０円／１０a・年

※ 上記の施設管理に要する費用や施設修繕に要する費用は、電力、通信費等の経常経費、

定期点検費、既存の鹿追地区畑地かんがい用水施設の修繕実績等を基に算定している。

【参考：国営かんがい排水事業「美蔓地区」関係町別比較】

基本額 面積割
町村 １戸当たり年間使用料

（年額、１戸当たり） （年額、１０a当たり）

音更町 ２７,５００円 ３０円 ３１,４００円

芽室町 ２４,７００円 １３４円 ４２,１２０円

清水町 １６,０００円 ５０円 ２２,５００円

鹿追町 ４８,０００円 ２３４円 ７８,４２０円

備考 １戸当たり年間使用料は、音更町の１戸当たり平均受益面積１３haから算定した。
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音更町畑地かんがい用水区域図

鹿追地区

美蔓地区
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音更町附属機関設置条例

平成２２年３月２３日

音更町条例第１号

（趣旨）

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほ

か、町の執行機関が設置する附属機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関と

して、別表の第１欄に掲げる執行機関に、同表の第２欄に掲げる附属機関を設置し、その担

任する事項は同表の第３欄に掲げるとおりとする。

（組織）

第３条 附属機関は、別表の第４欄に掲げる委員をもつて組織し、その任期は同表の第５欄に

掲げるとおりとする。

（委任）

第４条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関の規則

で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

２～５ 略

別表（第２条、第３条関係）

附属機関の属する 委員の 委員の
附属機関 担任する事項

執行機関 定数 任期

町長 （略） （略） （略） （略）

音更町使用料等 使用料及び手数料の額について、 １５人 ２年
審議会 審議を行うこと。

（略） （略） （略） （略）

教育委員会 （略） （略） （略） （略）
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音更町使用料等審議会規則

平成２２年３月２６日

音更町規則第１９号

（趣旨）

第１条 この規則は、音更町附属機関設置条例（平成２２年音更町条例第１号）第４条の規定

に基づき、音更町使用料等審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（委員）

第２条 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから、必要の都度町長

が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任を妨げない。

（会長）

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。

（会議）

第４条 審議会の会議は、会長が招集する。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

（庶務）

第５条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が

別に定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。



平成28年7月1日現在

№ 氏名 所属団体等 備考

1 太　田　泰　廣 音更町農業協同組合常務理事

2 大　西　　　勉 木野農業協同組合常務理事

3 山　田　留美子 音更町農業協同組合女性部監事

4 白　木　幹　子 木野農業協同組合女性部副部長

5 坂　井　寛　明 音更町商工会事務局長

6 向　井　眞知子 音更町商工会女性部副部長

7 畠　山　卓　也 音更町商工会青年部部長

8 河　田　さえ子 音更町社会福祉協議会会長

9 畠　　　弘　之 連合北海道音更地区連合会会長

10 細　野　純　宜 音更町PTA連合会会長

11 阿　部　光　江 音更町消費者協会副会長

12 大　野　カヨ子 音更町老人クラブ連合会副会長

13 岡　田　哲　男 音更町文化協会会長

14 横　幕　正　二 公簿

15 高　津　田鶴子 公簿

音更町使用料等審議会委員名簿

任期２年（平成２８年７月１日～平成３０年６月３０日）
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 【別紙１】

音更町地域まるごと元気アッププログラム（地域支援事業・一般介護予防事業・介護予防普及啓発事業） 

 
週 1回継続した運動を提供するプログラム 
毎週水曜日、午前中は総合福祉センター1クラス、午後は共栄コミセン２クラス 
１クラス２５名定員、３クラス合計７５名が定員。 
 
７月：民生委員や老人クラブ役員へのデモ教室の開催（１回） 
８月：認知機能検査を含めた体力測定会の開催（２日間） 
９月：体力測定結果説明会・介護予防啓発と教室体験会（２会場） 
１０月：試行教室開始 
１１月：広報に教室参加者募集記事掲載 
１月：まる元教室開始 
 
事業の内容：健康づくり運動の専門家である「健康運動指導士」が、週 1 回、年間４８回
の運動教室でプログラムを提供する。「無理なく安全に、頭と体を科学的に刺激し、快適に」

日常生活を送ることのできる認知力と体力をつける効果がある。プログラムは、椅子に座

って行う・大きな動きを取り入れる・歩行運動など多様で、参加者の運動や認知能力に合

わせて運動強度や内容を変化させており、季節による体の動きの変化や継続実施による運

動能力の向上などによって随時提供するプログラムも変化させて行い、３か月ごとに運動

機能測定を行い、効果測定と個別評価をする。 
 
プログラムの特徴：運動プログラムは、レクリエーションや軽運動、リズム体操などが主

であるが、それらを通して参加者同士のコミュニケーションが生じるよう、指導者が工夫

している。楽しさやコミュニケーションを重視したプログラムが、運動に対する継続性を

促進する。個人が単独で行う運動と異なり、社会的な相互作用が生じることで認知機能に

対する好影響が期待される。出かける用事や場所ができることから、将来的な閉じこもり

予防につながる。心理学的な側面からも、高齢者の健康づくりに働きかける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
道内２０市町村、十勝管内は４町村（音更・上士幌・池田・浦幌）が開催。 






